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－1－ 

１【提出理由】 

 

平成18年5月10日開催の当社取締役会において、従業員の退職金・年金に係る新制度の導入及び退職給付水準

の変更を決議いたしました。これにより当社の平成19年3月期の財政状態及び経営成績に著しい影響を与えるこ

とが予想されるため、証券取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号

及び第19号の規定に基づき提出するものであります。 

 

 

 

２【報告内容】 

 

財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象 

(1) 当該事象の発生年月日 

平成１８年５月１０日 

 

(2) 当該事象の内容 

平成 18 年 5 月 10 日開催の当社取締役会において、従業員の退職金・年金に係る新制度の導入及び退職給

付水準の変更について、次のとおり決議したことにより過去勤務債務が約 137 億円発生する見込みでありま

す。 

(ｲ) 退職給付額算定方式をポイント制に改正 

勤続、考課（業績・能力）及び資格などについて、毎年のポイントを定め、その累積ポイントに一定

額のポイント単価を乗じて算定する方式であるポイント制とし、在籍期間中の年毎の貢献度・能力をよ

り強く反映させる。 

(ﾛ) 適格退職年金からキャッシュバランス類似制度の確定給付企業年金への移行 

現行の適格退職年金制度は、平成 24 年 3 月をもって廃止されるため、キャッシュバランス類似制度

の確定給付企業年金への移行を行う。給付利率については、20 年国債の過去 5年平均利回り＋0.5％に

基づき利率を変動させることに改正する。 

(ﾊ) 退職給付水準の変更 

定年退職後の生活安定に資する自助努力の支援策として、退職金水準を引き上げる。 

(ﾆ) 退職給付信託の設定 

退職給付資産をより充実するため設定する。 

 

(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 

退職給付水準の改定による過去勤務債務の発生見込額約137億円は、平成19年3月期中間決算において一時

償却し、特別損失に計上する予定であります。 

なお、影響額が確定した時点で臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。 

 

以  上 


